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　　　　◎開議宣告
〇議長　北谷文夫君　おはようございます。
　ただいまから本日の会議を開きます。
　議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
　直ちに議事に入ります。

　　　　◎日程第１　一般質問
〇議長　北谷文夫君　日程第１、一般質問を前日に引き続き行います。
　小黒弘議員。
〇小黒　弘議員　（登壇）　それでは、早速一般質問をさせていただきます。
　私は、今回の一般質問は１点です。南１丁目線の整備事業についてをお伺いしたいと思っております。南１丁目線
整備事業ですが、いわゆるＪＲ部分のガードの拡幅工事についてですけれども、今議会で市長は諮問案を提出される
というような３月議会でのご答弁でしたけれども、当分の間延期という報告が入っています。そこで、何点かをお伺
いしたいと思っております。
　まず、１点目には、工事の概要が委員会で公表されました。それによりますと、南１丁目線整備工事の延長は約２
００メートルで総体の整備事業費は約４０億円となり、計算をしてみますと１メートル当たり２，０００万円の大工
事になるわけです。これまでは大体３０億円ぐらい必要なのではないかと言われてきているのですが、このたびの４
０億円というようになってきました内訳をお伺いしたいと思います。
　２点目には、このたびの諮問案提出延期の理由は、補助率のよい地方道路整備臨時交付金事業の採択を受け、事業
を行いたいと考えていたが、国会で議論があった道路特定財源の暫定税率の関係から交付金事業の継続が不透明な状
況にあるためと言われています。一般的な道路整備補助事業と交付金事業の違いをまずお伺いします。また、市長
は、一般道路整備補助事業では南１丁目線の整備事業を行わないのかどうかをあわせてお伺いをいたします。
　パンケ歌志内川にかかる鉄道の橋なのですけれども、３点目ですけれども、このたび、ちょっと見づらい図面でし
たけれども、図面を見せていただいています。その図面を見ますと、この今回のＪＲの拡幅の、ガードの拡幅の工事
の箇所から北側にパンケ歌志内にかかる鉄橋と言ったらいいのでしょうか、鉄道橋と言ったらいいのか、私は鉄道橋
とお話ししますけれども、実際行ってみますと、歩幅ではかったのですけれども、２０メーターぐらいの距離しかな
いのです。図面を見ていきますと、北側のほうに道路を寄せていくような工事になるようです。そうなっていきます
と、この南１丁目線のガード拡幅工事の影響で鉄道橋にふぐあいが生じた場合、例えば振動だとか、あるいは工事の
状況によって何かが起こった場合に、砂川市が修復をしなければならないのかどうかをお伺いしたいと思っていま
す。
　４点目では、現在のガードはとても古くなっているのはわかっています。今後経年劣化や列車通過によってダメー
ジがあって通行が危険となった場合に、補強に対する責任は砂川市にあるのかＪＲにあるのかをお伺いしたいと思い
ます。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　建設部技監。
〇建設部技監　金田芳一君　（登壇）　南１丁目線整備事業についてご答弁を申し上げます。
　初めに、（１）の事業費４０億円の内訳についてでありますが、ことしの３月に終了いたしました調査測量等の業
務委託の資料をもとに、道路線形と河川線形及び道路構造等を決定し、平面図と断面図及び概算工事費の積算を行っ
たところであります。整備工事延長は、東１条南通りから東雲線までの約２００メートルで、道路部分の工事延長は
約１５３メートル、ＪＲガード立体交差部の工事延長、約２５メートル、三砂橋かけかえ延長、約２２メートルであ
ります。また、パンケ歌志内川切りかえ工事延長は約３０７メートル、附帯道路工事として市道宮前通りの改良舗装
工事、約２９３メートルの整備計画を立てたところであります。ご質問の概算工事費でありますが、事業費４０億円
の内訳は、市道宮前通りを含む道路工事費は約３億９，０００万円、橋梁工事費は約２億２，０００万円、河川切り
かえ工事費は約３億３，０００万円、ＪＲガード拡幅工事費は約２４億１，０００万円、上下水道管移設工事費は約
１億１，０００万円、その他として移転補償と用地買収補償費及び業務委託費は約５億４，０００万円で、総体の整
備事業費は約４０億円と積算されたところであります。
　次に、（２）の一般的な道路整備補助事業と交付金事業の違いと、一般道路整備補助事業では南１丁目線整備事業
を行わないのかについてご答弁申し上げます。南１丁目線は都市計画道路で、街路決定された道路であり、事業は都
市地域整備局の街路事業で補助採択を受けて行う考えでおります。街路事業の一般的な補助事業と地方道路整備臨時
交付金事業の違いでありますが、一般的な補助事業は補助率５０％、起債充当率５５％、残りが一般財源に対し、地
方道路整備臨時交付金事業は補助率６０％、起債充当率９５％、残りが一般財源であります。また、一般的な補助事
業での事業化につきましては、交付金事業が廃止となった場合において、今後の財政状況を見きわめた中で検討すべ
きものと考えております。
　次に、（３）のガード拡幅工事の影響で河川の鉄道橋にふぐあいが生じた場合、砂川市が修復しなければならない
のかについてご答弁申し上げます。パンケ歌志内川にかかる鉄道橋は、ガード北側部から、部分から鉄道橋南側部分
まで２３メートルの位置に旧日本国有鉄道が昭和７年に建設しており、建設後７７年を経過していることから、ＪＲ
北海道では定期的な点検と強度検査を実施し、問題箇所が発見された場合は補修等で対応がなされているところであ
ります。ＪＲガード拡幅工事は、基本設計から工事の完成まで、すべて砂川市が負担金を納め、ＪＲ北海道が実施す
ることになりますが、仮にＪＲガード拡幅工事の影響で鉄道橋に問題が発生した場合は、砂川市とＪＲ北海道で協議
を行い、費用負担を決めてから修復工事を行うこととなります。
　次に、（４）の現在のガードが経年劣化や列車通過で危険となった場合の責任所在はどちらになるかについてご答
弁申し上げます。ＪＲガードは、旧日本国有鉄道が明治２３年ごろに延長１４メートルの橋梁を建設したもので、現
在のＪＲ北海道が所有する構造物であります。建設後１１７年を経過していることから、河川鉄道橋と同様、定期的
な点検と強度検査を実施し、問題箇所が発見された場合は補修等で対応がなされているところであります。前段申し
上げましたとおり、ＪＲガードの本体である橋梁はＪＲ北海道の所有であり、補強に対する責任はＪＲが負うもので
あり、付随施設としての高さ制限の門型柱、ガード内張り板、照明器具等は砂川市の所有であり、砂川市が補強に対
する責任を負うものでありますので、ご理解をいただきたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　小黒弘議員。
〇小黒　弘議員　今概略答弁を受けたのですけれども、２，１００万だか２００万だかでいろいろと調査測量し、あ



る程度の図面も出て、それも見せていただいて、概略は大体わかってきているのですけれども、私はただ驚いたの
が、今までは大体、はっきりはしないけれども、３０億ぐらいで何とかできるのではないかというお話だったのが一
気に１０億ふえて４０億という、概算の概算なのでしょうけれども、まずその１０億アップというのでちょっとびっ
くりはしたのです。びっくりすると同時に、今回の諮問案の提出を見送った最大の理由としての、まさに国の政治に
翻弄されてしまったというか、地方道路整備臨時交付金でやるつもりで今まできていたのですけれども、それがどう
なってしまうかわからないというような経過もあって、今回諮問案を見送られた。これは、私は当然理解できること
であって、見送られたほうがよかったなというふうに思っているのですけれども、ただ非常にＪＲのガードの拡幅、
もう長年の、それこそ砂川市にとっては懸案事項であり、いろいろな方々が、私も含めて何とかお金がありさえすれ
ばやりたい工事だなというふうには思っていらっしゃる、思っている、そういうことだと思うのですけれども、何と
いっても４０億という金額なのです。一体どこからこれを出してくるのだろうというような、もちろん不安もあり、
それからずっと有利な交付金事業でと、先ほど技監の答弁の中でも一般でやれば補助率が５０％なところが交付金事
業は６０％だと、さらに一番大きいのは多分ここの部分だろうと思うのですけれども、一般道路整備事業でいけば起
債、借金借りられる率は５５％しかない。でも、臨時交付金の事業で乗っかっていければ、借金できる充当率は９
５％あると。この差は、今ちょっと計算してみたのですけれども、大きな差で、補助金と起債、借金ですが、返さな
ければならない借金ですけれども、以外はそれこそ生の一般財源を使っていかなければいけないということになるわ
けです。
　一般道路の補助事業でいくと、残りの一般財源は補助金以外の部分で４５％になってくるから、約９億円ぐらいは
何とか生のお金を準備しなければならない。ところが、この臨時交付金の場合だったらば８，０００万円で済むとい
うところが非常に魅力的で大きな、これはやれるのではないかという要素だったと思うのですけれども、それこそさ
っきも言いましたけれども、道路特定財源の関係で、もしかするとこの交付金事業がなくなってしまうのかもしれな
い。それも今後の推移を見ていかなければわからないわけですけれども、少なくとも福田首相は来年度になれば道路
特定財源を一般財源化にするというふうに明言しているわけで、一般財源化になるということになると、一体どんな
ふうになっていくのかというのはまさにわからない状態になってきてしまったのだろうなというふうに思うわけで
す。そんな意味から含めて、では単独の、普通の、普通砂川の市道や何かいろいろやる一般道路の整備補助事業では
どうなのでしょうねというお話を聞いたわけですけれども、そちらに関しては今後の財政状況を見きわめながら検討
していくと。ちょっとよくわからない答弁ですけれども、やるのかどうなのかというのはわからない答弁なのですけ
れども、ただ、先ほど言ったとおりに相当一般道路整備と臨時交付金での事業のメニューの違いというのはやっぱり
大きいので、財政状況を見きわめる見きわめ方も相当慎重にならざるを得ないのではないかという状況なのだろうな
というふうに思っているのです。
　前からとても、この砂川のＪＲのガードの拡幅工事は難しい点がたくさんあるなと実は感じて、現場も何回ももち
ろん行っているのですけれども、まずは河川の切りかえをしなければならない点、それから先ほども言いましたけれ
ども、このガードのすぐそばに鉄橋が、本当にすぐそばに鉄橋があるのです。この鉄橋も、私は、今ちょっと川の水
も少なかったので、橋の下まで行って見てきましたけれども、何とも歴史的な建造物で、れんが積みの鉄橋なので
す、その橋が。これは、相当古いなと思っていましたら、先ほどの答弁でもう７７年経過して、昭和７年の、もちろ
ん補強もしてきているというお話でしたけれども、実にやっぱり古いですね。私は心配でちょっと今回質問したの
が、ガードの工事をしている間に何かが影響して、近いから、起こった場合に、もしかしたら、砂川が工事始めたの
だから、こっちもあなたのところの責任だよと言われかねないのではないかなと実は思って、そんなことになったら
４０億をまださらに、始めてしまって、後でそんな何か文句言われたら、当然今度途中でやめるわけいかないから、
お金出していかなければならないのではないかという心配をしたのですよ。現場へ行って、こうやって見上げてみた
ら、これもうひびがいっぱい入っているのですよ。コンクリートもいっぱい崩れ落ちているし、こんな、言いがかり
つけられる可能性はないのだろうかということで今回お伺いしたのですけれども、僕もＪＲのガードを拡幅する工事
というのは何カ所か今まで見に行っています、この問題ずうっと抱えているものですから。これほど条件が厳しいと
ころは、まずほかのところではないのです。大体は広げれば済むという場所なのですよ。うちは、橋の切りかえか
ら、もしかしたら鉄橋の問題まで出てくるのではないか、それからまちのど真ん中にありますから、もちろん補償の
関係にしても５億もかかるようなお話も出てきましたし、相当悩みながら、苦しみながらやっていかなければならな
い工事なのだろうというふうに想像するのです。
　さらに、もう一つ、今の砂川では大きな問題が発生しまして、その問題は、このたび病院の改築の入札が２度目の
中止になったという、これは本当に非常事態だと思っているのですけれども、そんな状況が今起こっているわけで
す。それで、入札の中止になった、この２度目の中止になった原因が入札する業者さんたちが辞退届を出してきた
と。その辞退届の原因というか、辞退届を出す理由というのは、予定価格の範囲内で入札できない場合は辞退届を出
しなさいと。つまりこれは何を意味するかというと、うちは予定価格を公表していますので、この辞退届出したとこ
ろは予定価格では応札ができませんということを言っていることになるのです。これの持つ、もう少し意味すること
を言えば、それ以上お金を積まないと工事がやる人がいないと、今の状況ではそんな事態になっているのです。もち
ろん今市では調査済みだろうし、病院でもいろいろ調査をしながら、あと何ぼ上積みすればいいのさという調査をき
っとしているのだろうと思うのですけれども、私のところにもいろんな話が飛び込んできます。うわさの話を一般質
問でというのは、なるべく控えたいのですけれども、どうやらそう簡単な額ではなさそうな話が多いのです。
　私は、ついこの前の滝川の市立病院の場合でも、補正を組んで、鋼材とか諸物価の値上がり分で補正を組んで、３
億７，０００万ぐらいでしたか、補正を組んでやらなければならないぐらい状況が変化してきているということはよ
くわかっているのですけれども、たまたまちょっと簡単に計算してみると、物価の上昇分は滝川では総事業費の５％
程度を見込んでいるのです。砂川でいけば、約１００億だとすると、５億、６億のもし差だったとすれば、４月以降
の鋼材の急上昇とかということで吸収できる金額だとは思うのですけれども、それはもう滝川もやったと同じように
砂川もやらなかったら、これはもうどうしようもないなというふうに思っているのですが、僕が聞いている話だけで
はそんな金額ではなさそうな話も聞こえてくるのです。どこからこれは金が出せるのだろうかと本当に心配していま
すし、そこを何とかしなかったらば病院が建たないかもしれないということにも今なっていると思うのです。そもそ
も何でこんなになったのだろうと思うのです。聞くところによれば、２月１５日の段階で実施設計は納品がされてい
る。完成品が出てきているのです。実施設計というのは、物が建てられるように積算を重ねて、これだったらできま
すという形が納められるのが実施設計なのですけれども、これ２月１５日だから、それ以降大きな値上げがあったか
ら、さっきも言ったようにその上昇分だけはこのときは予測できなかったから、それはわかるのです。ただ、それ以
上にもし上がってくるのだとすれば、設計屋さんは一体何をしてくれたのだということを私は言いたいのですよ。建
てられない、応札できないような設計図を納めたのかと。
　これは、今直接南１丁目線とは関係ないので、余りこれ以上のお話はするのはよくないとは思っているのですけれ
ども、とにかく今の砂川市は片や南１丁目線に４０億、もしかすると市立病院の改築にあと何ぼかかるかわからない
という、この究極の選択の事態に陥っているというふうに今思っているのですけれども、またこれホームページでち
ょっと、砂川市のホームページから見てみたのですけれども、それは何を見たかといいますと、平成１９年度の公債
費負担適正化計画というのを私見たのですけれども、今後の借金の推移というのがもちろん出ていまして、当然この
南１丁目線が６月にはもう諮問案として出てきている状態であったわけですから、４０億円分の財政が、いやその事
業費をどういうふうにつくり出して、どういう返済でしていこうかというところまでは内部では積み上げられてきて
いると思ってはいるのですけれども、特に病院事業会計の関係が平成２３年から２４、２５、２６と、元利償還を含



めて１年間で１３０、いやいや、１３億ほど毎年返していかなければならないような状況が見てとれています。今の
病院の経営状況の中で果たして本当にこの４年間を乗り切れるのだろうか、１年間で１３億の借金返さなければなら
ないのですから、これ相当な大変なことになるわけです。南１丁目線の延期というか、諮問案の提出がどこまでずれ
ていくのかわからないのですけれども、少なくとも計画ではちょうどこの辺とダブってくる可能性はあったのではな
いかなというふうに思っていまして、以前から不安な点はここの点でした。それで、病院事業会計は、当然これから
の新しい公債費や何かの見方からしてみれば、一般会計とも連動してきますし、この公債費負担計画から見てみて
も、病院のこの１３億円ずつ返していかなければならない、この年度は一般会計の持ち出し分も多くなっています。
これは、当然の話です。だけれども、さらに病院がこれ以上多額な額を出していかないと建たないという状況になれ
ば、当然それはもう今は借金するしかないでしょうから、これをまださらに上積みしていかなければならないという
今の砂川市の現状なのだろうと思うのです。本当にこんなことが、今これからあっちもこっちもやるということでで
きるのでしょうかということなのですよね。
　私は、そこで市長にお伺いをしていきたいのですけれども、少なくともこの地方道路整備事業交付金事業で南１丁
目線をやろうとされた考えの中でも補助率は６０％しか、も、どっちでもいいですけれども、ありませんから、４０
億円、仮に４０億円だとすると、２４億円分は補助金で来ると、残りは借金をしなければならなかったはずなので
す。残りは、１６億円です。１６億円は何らかの形で借金をしようと思っていた額ですから、もし仮にこの工事を、
南１丁目線の工事を少し先延ばしに考えていったときには、病院にどれだけかかるかわかりませんけれども、やろう
と思っていたお金をこっちにということができるのではないかなというふうに私は考えたのです。そういうふうにし
なければ、前回も病院で２０億まず上積みしていますから、市民の皆さん方は一体これからどこまで借金がふえてい
って、病院にそこまでお金をかけてしまってもいいのだろうかという話が今ですら、もう今出てき始めてきています
けれども、ますます大きな声になってくる可能性があるのかなというふうに思うのです。私は、今砂川市にとって一
番大きなことは、いかに事業を選択して、いかに事業を集中させていくか、前にもたしかお話ししたことあると思う
のですけれども、そういうことを真剣に考えなければ今ならない、まさに今だと思うのです。特に病院の関係は、２
カ月以内に何とか財源を確保したい、そしてもう一回入札をしたいと、こういうふうにたった２カ月しかないわけで
す。その話を聞いたのは、もう１５日ほど前ですから、もうあと１カ月半の間に何とかしなければならないという現
状に今なっているのだと思うのです。
　私は、まさにここで事業の優先順位を考えるべきではないかというふうに思います。今は、南１丁目線も病院改築
も一緒になってやるという状況は難しくなってしまっているのではないかなというふうに考えているのです。私は、
今砂川市の一番最初に確実にやらなければならない事業は、やっぱり市立病院の改築だと思います。そんなような意
味からしていけば、この病院事業の先ほどの大きく１年間に１３億返していかなければならない４年間、５年間、こ
の年を何とか乗り越えた後でもう一度この南１丁目線の問題をしっかりと考えても遅くないのではないかと実は思っ
ているのです。そうしなかったら、あっちもこっちももしかしたらだめになってしまうかもしれないというふうにま
で私は危機感を持っています。先ほど最後のところでお伺いしたもしもＪＲのこのガードがどうにかなってしまった
とき、どっちが責任とるのですかというお話ししたのですけれども、技監はしっかりとその付随施設、これ付随施設
は大した施設ではないですよね。車の高い車がガードに突っ込まないように前と後ろにあるあの鉄柱のものと、それ
から鉄板ですか、少し化粧をしているふうになっているあの部分と、それから照明器具、これが例えば落ちたりとか
なんかしたときは砂川市の責任だけれども、それ以外の何かがあった場合にはＪＲがちゃんとするべく責任があると
いうことになるわけですから、今急いでいかなくても、あそこは１車線で不便かもしれないし、消防車が通れない今
の状況かもしれないけれども、現状だけは維持できるのです。あそこが通れなくなってしまうというのなら困るので
すけれども、現状を維持できるという今確認は私させていただいたので、やはり今ここは病院の改築をまず第一に考
えて事業を進めていっていただきたい。そして、南１丁目線は、もうしばらくこれを機会に、やめろと言いません
よ、延期をしていただきながら、何とか病院の改築をまず第一にというふうに思っているのですけれども、その辺の
ところを市長はどのようにお考えかをお伺いしたいと思います。
〇議長　北谷文夫君　市長。
〇市長　菊谷勝利君　（登壇）　ただいま病院の改築と１号線のガードの拡幅が同時に着工できるのかどうか、特に
財政的に大変心配だというふうにお話ありまして、ごもっともなご質問だというふうに思います。少し時間をいただ
いて、ご答弁申し上げたいと思います。
　市立病院の改築につきましては、病院の企業会計の現状、一般会計が３年に１遍の行革をしながら綱渡りの財政運
営をしておられるという中で、病院を改築するとすれば今の病院の実態からして１００億が精いっぱいであろうと。
同時に４０億の器械を購入をして、１６０億を、１４０億をピークに改築をしたいというのが、支払いをする立場か
らするとそういう立場で実は事業計画いたしました。本来は、病院は４３年に建てたわけでありまして、既に４０年
が経過をして、凶悪な狭隘な状態、加えて平成７年に淡路・阪神大震災がありまして、あの地震が砂川にやってきた
とすれば、病院は一体どんなことになるのだろう。しかも、この圏域の中核病院として災害拠点病院にもなっておら
れるという立場からしても、早急に改築をというのが当時の前市長からの引き継ぎでもあるわけであります。しか
し、今前段申し上げましたように、当時の状況は建設費が大変な額になる、金利も７％、８％になるであろう。そう
いう中でもしも建てたとすれば、５００床の病院を建てたとすれば、極端に言ったら２００億近いものになるのでは
ないかなと。そういうことで、私は本会議で再三申し上げてきたのは、今の現状ではできないと、しかしその後、３
年ほど前から、今やるときではないだろうかなと。それは、１００億であり４０億だと。しかし、その後相当厳しい
見積もり単価であったというようなことから、現実的には２０億ほど上積みになっておったと。
　したがって、総体で１６０億の事業になったのでありますけれども、ただ私には運があったと思うのでありますけ
れども、１６０億の事業に対して１３６億の実は起債を借りる予定でありました。ただ、この１３６億を前提に事業
を進めておるものですから、この起債をもっと多く借り入れることは後々の返済に大変だと。今小黒議員さんがおっ
しゃったように、年間１０億前後支払いする起債の償還。加えて減価償却がついて回るわけでありまして、器械は５
年償還で相当大きなピークの減価償却があるということでありましたけれども、当時は交付税で２２．５％が実は交
付されるということですから、起債の１０億に対しても大体８億前後で終わるであろうということであったのであり
ますから、実はこの１３６億を超えることはまずいということで、いろいろ心配したのでありますけれども、現実的
には国の職員の力によりまして、いわば中核がございまして、約１１億ほどいわば予定外のものが入ってきたと。加
えて、耐震性によって、これも一部補助、助成になって、１億９，０００万だったと思うので、約１３億ほどの我々
予想外のある意味ではお金が来た。加えて、幸いにも建設に当たっての支援があるわけでありますから、これは当た
るということで、１３６億はそのままで実はこの１２０億の推移をして、いわば返済に影響のない状況で今日を迎え
ておるわけでありますけれども、今おっしゃったように、実際は１６０億事業に対して本体工事が１２０億でありま
すけれども、入札する企業がどういう経過かからはこれから今分析中でありますから、一概に言えませんけれども、
主たるものはやはり入札単価にあるのではないだろうかと推測していますから、これからさらにふえるのではないだ
ろうか。もちろんそうなりますと、議会にかけまして補正予算でご審議をいただいて決定をするわけでありますけれ
ども、これまた私には運がいいのだと思うのでありますけれども、実は今一般病院債は１３６億を借りたといたしま
すと、起債は、起債でなくて金利は約４３億ほどかかります。同時に、これに対して、起債に対して２２．５％交付
税算入しますから、４０億ほど来ますから、差し引きすると３億ほどいわば持ち出しとなるわけです。
　したがって、１３６億に３億足すと１４０億近いものになるのでありますけれども、今事務担当者と国との折衝の
中で過疎債が一部当たるように大体内定をいたしました。ただ、この過疎債は、１３６億全額過疎債というわけにい



きませんので、半分の金額に対して過疎債が当たるというふうに大体なりました。その半分ということは幾らかとい
うと、６６億ぐらいは過疎債になるのではないだろうかなというふうになるのです。そして、交付税算入はその６６
億の起債償還に当たっては７０％の交付税の算入になるということでありまして、ですから先ほど言った４０億の、
２２．５％が４０億だとすれば、７０％が過疎債で交付税算入するというふうになりますと７０億ほど実はお金が入
ってくると。ですから、先ほど言ったように、これらを足しますと、本来１４０億の償還がならなければならないの
だけれども、この７０億来ることによって金利も、ただ過疎債は実際は１２年なものですから、４３億の金利が大体
３０億ぐらいに減っていくのではないかなと。したがって、差し引きしますと、１４０億が９６億かそこらぐらいま
で減ってくるということでございまして、小黒議員さんのご心配はまずないと、今の段階ではなくて、もっと有利に
実は展開をしておるというふうになります。
　ただ、申し上げておきたいのは、私は今の一般会計の財政状況からして、病院の起債に対する繰り出しを一般会計
ではできない前提のもとで１００億という予算をいたしました。これにつきましては、病院の院長先生ともよくお話
をして、国から来る普通交付税、特交、約６億近いのでありますが、これは平均並みに繰り出しをいたします。しか
し、起債に当たっての償還に当たっては、今の状況では難しいというお話でありますから、基本的原則は企業会計は
企業会計でと、一般会計は一般会計でと、これが前提になっております。ただ、私も議員やったときに、この建設に
当たってすべて病院にお任せするとはいかがかということを言った経過あるわけです。したがって、今の老人病棟
の、精神病棟が後ほど入るわけなのですが、この際の起債の２分の１は一般会計で繰り出しをいたしておりますし、
看護学校の高等看護専門学校についても起債の２分の１を持っておられる。あるいは、寄宿もそういう状況にあるわ
けでありまして、いかに双方、院長と当時の市長とが言ったとしても、子ガメがこけて親ガメがこけないことないわ
けでありますから、同一かまどというふうになる場合には、それは約束だからということには私はならないというふ
うに思いますから、小黒議員さんがおっしゃるように、そういう場合どうするつもりなのだということですから、そ
れは時々の首長と、それと院長との話し合いを進めながら、できればやっぱり最悪の場合持つべきものであるのでは
ないかなと。ただ、私は、やっぱり独立会計の中でやっていただきたい。したがって、基本原則はあくまでも病院は
病院、役所は役所と。しかし、今はそういうことで今後よく話し合いをしていかなければならない。
　そういうことで、病院の関係については好転をしておられる。ただ、これからお話がありましたように一体幾らこ
の１２０億に上積みすればいいのかということについては、今のところまだはっきりしておりませんので、これがど
ういう状況になるのか。やっぱり病院の基金積み立てを繰り出すだけで賄うのか、改めていわば起債、これを増額し
なければならないのかになるわけであります。ただ、先ほどお話し申し上げましたように、１０億の例えば返済に２
２．５％来るというと約８億前後の返済になりますけれども、今度７０％の歳入になりますと、大体６億から７億ぐ
らいまでに落ちてくるのではないかなと、１３６億借りたという場合ですよ。したがって、もう少し余裕のできるよ
うな感じの起債の状況になっていくのかなというふうになりますけれども、これも一概に言えないと思うので、病院
の。
　それから、ガードの問題でございますけれども、これは平成１３年に諮問案を出しまして、東部開発をすることに
対しましての。あの中の１項に、長年の懸案事項である１号線のガードについては、東部開発終了後には実は拡幅を
しますよということを議員の皆さんにお諮りをしている経過が１つございます。それから、もう一つ大きな問題は、
中核の際に東部開発をしたということは中心に人を集めることであるだろうと、その中心に集めることのために交流
センターをつくったり、市営つくったり道営をつくったと、福寿園もあると、こういう状況であるにもかかわらず、
交通アクセスがしっかりしていないのはいかがなものかというのが内閣府から指摘をされている事項でもあるわけで
す。あの中核の採択受けたということは、以後の事業も５年以内に１つはしなさいというのが内閣府からの指導、指
定になっているわけです。ただ、私どもは、相当の金額かかる１号線の拡幅ガードであるから、とても５年ではうち
はできないと、こういうことから、特に内閣府ではそれでは１０年ではどうなのだろうという実はお話をいただい
た。そういうことから、あの事業１つだけは、１０年のいわば期限をいただいて事業計画をしているということであ
りますから、そういう立場からしてもやらざるを得ない事業であると同時に、くどいようでありますけれども、１１
８年の今日ある砂川の中でも最大の懸案事項の１号線のガードであるから、あれは何としてもやりたいということは
今あるわけです。ただ、おっしゃるように、１０％の差があります。臨特債の臨時道路債の関係は６０％、しかも起
債の交付税算入は３０％あるわけです。そして、一般道路債は２７％ぐらいだったでしょうか。こういうことで、現
実的には交付税の歳入も含めてでありますけれども、交付金と一般臨時、一般の道路債との比較やると５億ぐらいの
実は最終的な金額に一応なる予定になっております。端的に言うと、大体１５億ぐらい将来一般会計で負わなければ
ならないもの、一方は１９億ほど実は持たなければならないというような状況で、５億ぐらいの差あります。
　きのうも総務部長のほうから、現在の基金の積み立ては約７億でありますから、もちろんこれは１０年事業であり
ますから、返済には約２０年返済しますから、３０年ぐらいかかって実は返済することでありますから、七、八千万
が大体、最高でピークで１億ちょっとありますけど、七、八千万、もっと下がってきますから、大体やれる数字には
なってはいますけれども、今申し上げましたように７億しか基金がないという中で、それでは明年はどうなるのだろ
うというような事業もやっぱりやると。そういうようなことで、もう一度ここでちょっと立ちどまりながら、新しく
この２４年から第６期総合計画ができるというようなことありますから、この辺を実は検討しなければならないだろ
うと。ただ、今言ったように内閣府の中核の問題もあるし、私は１０％の５億は３０年のかかった中では十分やり切
れるというふうに思いますけれども、しかし病院等の問題あり、議員の皆さんのご心配もあるわけでありますから、
もう少し様子を見ると。
　同時に、今福田総理が言っている一般財源に特財が、どの程度道路特定財源の部分が一般財源に回って、道路がど
の程度になるのか、必要な道路はすると言いながら、砂川の１号線のガード拡幅が必要な道路になるのかどうなのか
という、採択にもかなり難しい要素ありますから、その辺の見きわめをしながら、少し時間をいただいて、十分内部
でも検討して、いわば病院と１号線ガードがどちらもうまくいくように、そういうふうに願っておるわけでありまし
て、もう少しあのガードについては時間をいただきたいというふうに思っています。
〇議長　北谷文夫君　小黒弘議員。
〇小黒　弘議員　今実は病院のほうを聞いてみたいなと思うのですけれども、とてもではないけれども一般質問で聞
ける内容ではない。全く聞いたことのない話が出てまいりまして、緊急にでも総務文教委員会開かなければいけない
のではないかなというぐらいに、過疎債の点とか本当にきょう初めて聞いて、この初めて聞いた内容はいい内容です
から、喜ばしい内容なので、いいことだとまず思っていますけれども、私は今市長含んでお話をしていただいていま
すので、これ以上何を確認することもしないつもりではいますけれども、とにかく財政状況厳しいのは全く間違いな
いわけでして、この中で事業をどういうふうに……
〔何事か呼ぶ者あり〕
　僕のマイクより大きな声で……
〔「済みません」と呼ぶ者あり〕
　話していていいですかね。もしかしたら、さっきの病院の過疎債の関係でちょっと違った点があったりしたら大変
なことになるので、今のうちに、今のうちに言ってもらったほうがいいのですけれども、いいですか、私言って。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
　とにかく大変な今お話が市長の口から出てきたので、この病院に関しては今お伺いできませんから、時を改めて確
認をしながら進まないと、議会全体としてもちょっと大きな確認をしなければいけない市長のお言葉だったなという
ふうにまず思っています。



　もう一回言い直しますけれども、とはいえ４０億のお金を南１丁目線の事業にどうかけていくのか、あるいは交付
金の関係が一体どうなっていくのかというのは今のところ全く見えない状況にもあります。しかも、財政状況はとて
も厳しい今の砂川市ですから、どの事業を今後どう優先的に行っていくのかということについては、今後もしっかり
とご検討をお願いしながら、私の一般質問を終わりたいと思います。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　１０分間休憩いたします。
休憩　午前１０時５６分
再開　午前１１時０７分
〇議長　北谷文夫君　休憩中の会議を開きます。
　一般質問を続けます。
　土田政己議員。
〇土田政己議員　（登壇）　通告の順に従って、質問をいたします。
　まず、第１に、季節労働者対策についてお伺いをいたします。３０年にわたって季節労働者の冬期雇用と生活を支
える命綱として大変重要な役割を果たしてきた冬期技能講習など、季節労働者冬期援護制度が平成１８年度で廃止さ
れました。さらに、雇用保険法の改正によって、これまで５０日分だった特例一時金が本則では３０日分とされ、当
分の間４０日分とする削減が平成１９年度から施行されました。特例一時金の削減と冬期技能講習制度の廃止によっ
て、ことしの冬の季節労働者は平均で２０万円の特例一時金だけで、仕事もなく大変厳しい状況に置かれましたの
で、具体的に３点についてお伺いをいたします。
　１つは、季節労働者の冬期援護制度の廃止によって、市内季節労働者への削減額と地域経済に及ぼす影響について
お伺いをいたします。
　２点目は、平成１９年度から新設された通年雇用促進支援事業の内容と今年度の事業計画についてお伺いをいたし
ます。
　３点目に、今後の季節労働者対策として、冬期間の失業に対する政府への抜本的な追加対策が必要だと考えます
が、市の要望事項についてお伺いをいたします。
　大きな２点目に、ごみの不法投棄対策の強化について伺います。ごみの不法投棄は、地域の環境を破壊し、多くの
住民生活に被害を与える大きな社会問題です。市内の状況を見ると、不法投棄物の回収量は平成１８年度で１０．７
トン、平成１９年度で９．４トンと報告され、多少は減少傾向にあるものの、回収できないものも相当あると思われ
ますので、ごみの不法投棄対策の現状と今後の対策強化についてお伺いをいたします。
　大きな３点目に、障害者福祉対策について伺います。国連の障害者権利条約がことしの５月３日に発効しました。
一昨年１２月の国連総会で採択されたこの条約には、１００を超える国が署名しており、日本政府も昨年９月に署名
し、現在批准に向けての準備作業を進めていますが、障害者の権利保障をうたったこの条約に違反しているのが障害
者自立支援法であり、早急の是正が求められております。
　そこで、お伺いしたいのは、平成１８年度１０月から本格的に施行された障害者自立支援法は、障害者団体の大き
な運動と国会での追求が政府を追い詰めた結果、政府は実施した翌年の平成１９年度に特別対策で一定の改善策をと
らざるを得なくなり、さらに平成２０年度で、一昨日の補正予算でも、審議でもご答弁があったように、抜本的見直
しに向けた緊急措置がとられました。政府与党は、昨年１２月、この障害者自立支援法の平成２１年度に向けた抜本
的な見直し案をまとめたようでありますので、その内容についてお伺いをしたいと思います。
　最後に、平成１８年度から市町村が主体的に実施する障害者地域生活支援事業、私の間違いで地域活動になってい
ますが、障害者地域生活支援事業が正確ですので、訂正させていただきますが、障害者地域生活支援事業が砂川市で
も実施されていますが、利用者数の、利用者数が少ないと聞いていますので、この事業の取り組みの状況と今後の対
応策についてお伺いをし、第１回目の質問といたします。
〇議長　北谷文夫君　経済部長。
〇経済部長　栗井久司君　（登壇）　大きな１の（１）についてご答弁申し上げます。国の季節労働者対策として、
通年雇用奨励金、冬期雇用安定奨励金、冬期技能講習給付金制度が実施され、砂川市としても冬期技能講習会実施団
体に対して、開催会場使用料並びに給付金先払いのための借入金利息の一部補助を実施してまいりましたが、冬期雇
用安定奨励金と冬期技能講習助成給付金制度が平成１８年度限りで廃止され、さらに特例一時金も削減されたところ
であります。滝川公共職業安定所管内のうち砂川市における季節労働者数は、３月末現在４１２人でございます。季
節労働者への削減額は、概算額で申し上げますと、援護制度で約４，１８０万円、一時金で約３，６３５万円で、合
計約７，８１５万円となっております。制度廃止により、季節労働者への奨励金や給付金、一時金等の削減について
は、季節労働者の日常生活における消費活動を低下させ、削減相当額における市内商店街への購買も落ち込み、地域
経済に及ぼす影響は大きいと認識しているところでございます。
　次に、（２）についてご答弁申し上げます。平成１８年度限りで廃止となった冬期雇用安定奨励金、冬期技能講習
給付金制度にかわるものとして、国より通年雇用促進支援事業が新設されたことから、本市は平成１９年度より実施
しているところであります。ご質問いただきました通年雇用促進支援事業の内容は、季節労働者を雇用する事業主へ
各種補助金等の情報提供や求人開拓など、雇用確保のための取り組みを実施する事業と季節労働者への相談窓口の開
設、職場研修、講習による就職促進の取り組みを実施する事業及び季節労働者の就労意向調査による実態を掌握し
て、通年雇用の促進に役立てることを目的とした事業や季節労働者の通年雇用化を促進するため、季節労働者に対す
る教育訓練を受けて、資格取得に係る経費を助成する事業など、３つの主な事業から構成されております。当市は歌
志内市、上砂川町、奈井江町の行政、商工会議所、商工会、地区連合会、地区労働組合総連合及び北海道空知支庁に
より構成された砂川地域通年雇用促進協議会を設立し、北海道労働局から委託を受けて、当市商工労働観光課内に雇
用促進支援員を配置し、事業着手しているところであります。
　次に、今年度の事業につきましては、通年雇用確保を目的とした経営セミナーの開催、各事業所を対象とした経営
相談や相談窓口の開設、各事業所の戸別訪問を実施する事業と、通年雇用のための安全講習、運転技能講習を実施す
る事業、啓蒙活動を目的としたパンフレットの作成などの各種事業の実施を予定しているところであります。
　次に、（３）についてご答弁申し上げます。北海道の気象条件の厳しい積雪寒冷地における季節的業務に従事する
労働者の雇用状況は大変厳しいものであり、このような労働環境の中で季節労働者冬期援護制度や特例一時金が廃
止、削減されたところですが、それにかわる季節労働者対策として国により新設された通年雇用促進支援事業に基づ
き、現在当市は砂川地域雇用促進協議会を設立し、季節労働者への支援事業を実施しているところです。今後の事業
実績をもとに、季節労働者の実態を分析、把握したいと存じますが、季節労働者対策は北海道全体の雇用政策にかか
わる内容であることから、道内自治体及び関係機関と十分協議し、今後の北海道における冬期間の雇用対策の強化に
ついて、機会あるごとに国の関係機関等に要望していきたいと考えておりますので、ご理解願いたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長　井上克也君　（登壇）　私から大きな２と３についてご答弁申し上げます。
　初めに、大きな２のごみの不法投棄対策の強化についてご答弁申し上げます。初めに、市内における不法投棄の現
状につきまして申し上げます。平成１８年度は、１４５件で１０．７トンの不法投棄があり、不法投棄者が特定でき
た７件について砂川警察署に通報いたしました。次に、平成１９年度は、１１８件で９．４トンの不法投棄があり、
主な投棄場所としては、人目につきにくく車での出入りが容易な山林、河川敷、道路、高速道路側道に加え、遊水地
周辺や墓地周辺などとなっております。また、平成１９年度の不法投棄の種別については、弁当箱、紙類、衣類など



の燃やせるごみが４．５トン、鉄くず、タイヤ、自転車などの燃やせないごみが４．２トン、家電製品が０．７トン
であり、本市において適正に処分したところであります。なお、不法投棄者が特定できた２件につきましては、砂川
警察署に通報しております。不法投棄の件数及び総量ともに減少傾向にありますが、今後とも不法投棄防止のため、
巡回パトロールの強化、不法投棄看板の設置などの防止対策を行うとともに、砂川警察署のほか、砂川市衛生組合や
市内各町内会等との連携を図りながら不法投棄防止に向けた取り組みの強化を進めてまいります。不法投棄は犯罪行
為であり、環境破壊に重大な影響を及ぼすものであることについて、広報すながわのほか、衛生組合だより及び年２
回発行の衛生組合のお知らせ等を通じて、今後とも市民及び町内会に対して周知、啓発の取り組みを進めてまいりま
す。
　続いて、大きな３の障害者福祉対策についてご答弁申し上げます。初めに、（１）の平成２１年度に向けた政府の
抜本的見直しの内容についてでありますが、障害者自立支援法は障害者が地域で自立して暮らせるよう、支援費制度
の理念を継承しつつ、障害者保健施策を抜本的に改革するため、平成１７年１０月に制定されたものであります。こ
の障害者自立支援法は、公費負担医療の利用者負担の見直し等に関する事項については平成１８年４月から、新たな
施設、事業体系への移行については同年１０月から施行されたところであります。平成２０年度の緊急措置は、利用
者負担上限額の見直し及び事業者の経営基盤強化が主な内容となっております。ご質問の平成２１年度に向けた政府
の抜本的見直しの内容でありますが、障害者自立支援法の附則第３条では、この法律施行後３年をめどとして、この
法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体のあ
り方等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講
ずることとなっていることから、制度のさらなる改正が予想されるところでありますが、その内容につきましては現
段階において国の考え方は示されておりませんので、ご理解を賜りたいと存じます。
　次に、（２）、障害者地域生活支援事業の利用者数と今後の対応策についてご答弁申し上げます。障害者地域生活
支援事業は、障害者自立支援法に基づき、平成１８年１０月に砂川市障害者地域生活支援事業実施規則を制定し、実
施しているところであります。事業内容は、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活
または社会生活を営むことができることを目的として、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱に基づき、
相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業など６事業についてサービスを提供している
ところであります。この障害者地域生活支援事業の利用につきましては、障害者の方々からの申請によるものであ
り、これまで申請のあったすべての方にサービスを提供しております。利用者が少ないとのご指摘でありますが、障
害福祉サービスについては施設入所支援、短期入所、居宅介護などの介護給付と自立訓練、共同生活援助などの訓練
等給付が主であり、地域生活支援事業はこれら介護給付及び訓練等給付以外で利用者の状況に応じたサービスを提供
するもので、利用者の多寡ではなく、利用者の希望に応じたサービスを適切に提供することで障害者の自立を図るも
のであります。サービスの利用に当たっては、原則１割の自己負担はあるものの、同居する家族等により地域生活支
援事業と同様に献身的な援助を受け、自立した生活を営んでいる方々もおられます。いずれにいたしましても、必要
とするサービスをいかに提供するかが求められており、サービスの提供には万全を期しておりますので、今後とも地
域生活支援事業の内容について、広報すながわはもちろんのこと、市内のサービス提供事業者との連携をより一層図
るなど市民周知に努めてまいります。
〇議長　北谷文夫君　土田政己議員。
〇土田政己議員　それでは、再質問をさせていただきます。
　先ほど経済部長から季節労働者対策についてご答弁をいただきましたけれども、答弁の中にありましたように、特
に北海道は積雪寒冷という非常に厳しい自然条件によって失業を余儀なくされる人が平成１８年度で約１２万６，０
００人おりますし、特にこれは建設業を中心にして、農業、林業、製造業、運輸業あるいは環境産業などのサービス
業にも従事している人も多いわけで、非常にその影響は大きかったというふうに思っております。さらに、今財政が
厳しいという中での公共事業が削減されている。また、ことしは、開発局の談合による発注のおくれとか、先ほど答
弁がありましたように砂川市立病院も入札ができないという状況のもとで、建設業を中心に産業界は非常に厳しい状
況にあるというふうに思いますし、特にこの中空知の場合求人倍率が非常に低いです。全国的にも低いのは北海道で
すけれども、北海道の中でも最も低いのがこの中空知で、０．４７％ぐらいという状況で大変な状況になっておりま
す。そこで、先ほど非常に季節労働者の皆さんには厳しい状況に置かれているという状況がありましたけれども、こ
の砂川市内の季節労働者の皆さんの就労の実態について、もし把握をしておられればお伺いしたいというふうに思う
のです。通年雇用になった方もいらっしゃるし、なかなかそうなれない方もいらっしゃったようなのですけれども、
現状どうなのかお伺いしたいなというふうに思っております。
　それから、（２）の国が昨年度から実施した通年雇用促進事業についてご答弁になっていないようでありますけれ
ども、ただ私が思うには、初年度の予算のうち全体で約１億円以上は活用されないという状況にある。さらに、こと
しの平成２０年度予算についても、約２０億円が事業化されないまんまになっているというふうに聞いています。せ
っかくこういう支援事業が取り組まれても、この活用ができない、活用されないというより活用ができないのではな
いかというふうに私は思うのですけれども、その要因はどこにあるのかお伺いしたいと思うのです。やっぱり本当に
季節労働者の実態を踏まえて事業を主体的に実施している協議会や自治体の意見をよく聞いて、政府ではこの事業を
改善すべきだと。そうしないと、そういう事業が幾ら組まれてもそれを有効に活用できないのでないかなというふう
に思っておりますし、この支援事業の通年目標数は季節労働者のわずか数％しかにすぎないというふうに言われてお
りますけれども、砂川市も加入している協議会での目標、通年雇用への目標はどのぐらいに設定されているのか、ま
た昨年度は実績はどうだったのかもお伺いしたいなというふうに思っております。
　それから、３番目に季節労働者の状況については、先ほど申し上げましたように仕事がなくて、わずか２０万前後
の特例一時金以外に収入がないと、職安に求職を申し込んでも仕事がなかなかないという現状にありますので、答弁
にあったように砂川市だけの問題でなくて北海道全体の大きな問題でもありますし、特に当面の課題としては特例一
時金を削減するのでなくて、以前の５０日分に戻すということ、これをあらゆる機会をとらえて国に強く要請してい
っていただきたいのと、やっぱり政府の責任で法的就労、所得補償などの新たな国の追加対策をとるようにぜひ、先
ほども言われましたけれども、全国、全道市長会あるいは関係団体あわせて取り組みを強めていただきたい。実態を
見ると、これは非常に深刻なのです。砂川でも四百何名の方がいらっしゃるということですけれども、砂川に仕事が
ないから、やむを得ず遠くまで行かなければならないという状況もあったり、事業の方も大変なのです。もし砂川で
病院のような公共事業発注になっても、その時点で今度働く人がいなくなるとほかにざるを得ないというような状況
もあって、非常に困難な状況に置かれておりますので、ぜひその辺国に対して強く市長を先頭に要請していただきた
いと思いますので、その辺のご見解をお伺いしたいというふうに、市長のご見解をお伺いしたいというふうに思って
います。
　それから、ごみの不法投棄対策についての強化についてでありますけれども、先ほどご答弁ありましたように、全
国の各地では長年人の目の届かない道路や農地へのごみの不法投棄に頭を悩ませています。私たちの住んでいるよう
な山間地では、毎年のようにこの問題で苦情が多くて、町内会なども一生懸命やっていますが、だれがこれを投げる
のかわかりません。ただ、必ずしも市内の方々だけとは限らないです。どこの方が持ってきて投げたのかはわからな
い状況で、相当な環境に対する影響なども出て、苦情が多いわけで、全国的にもさまざまな対策をとってきたようで
すけれども、なかなか有効な手段がないというふうに言われて、苦慮していたところでありますけれども、最近の新
聞報道によりますと、非常に注目を集めているのが環境モニタリングロボット、フィールドサーバーが非常に大きな
威力を発揮しているというふうに。これは、もともとは中央農業総合研究所センターが開発して、農業の分野での取



り組みを強化しているものでありますけれども、茨城県のつくば市の試験では、このサーバーを設置して以降、問題
の現場には不法投棄は全く発生しないというような状況も報告されておりまして、ぜひこれについてご検討していた
だきたいなと。これまでは非常に価格が高かったり、性能がどうかということが言われていたのですけれども、その
辺大幅に改善されて、１台１０万円前後の価格で高機能ネットワーク化、さまざまな分野で注目を集めております
し、無線機能もついており、数キロ先からパソコンまでリアルタイムでデータを飛ばすこともできる。また、遠方に
ついては、サーバーを複数設置して中継、転送も可能な状況になっているというふうに言われています。カメラの性
能も８００万画素にアップして、夜間の赤外線撮影も可能だと。したがって、同時にふだん人の少ないところで連続
的に写真を撮っても同じものばかりになりますので、その写真の中から変化のあるものだけを抽出して転送、送れる
と、そういうソフトも開発されて、写真をすぐ特定できるように改良されているというふうに言われております。複
数台数を設置してネットワーク的に使うことで非常に大きな力を発揮すると言われておりますので、快適環境都市を
標榜する砂川市として、いち早く導入してそういう対策に取り組んではどうかというふうに思いますので、この点の
お考えをお伺いをしたいというふうに思っております。
　障害者福祉対策について、最後に伺います。先ほど冒頭にも言いましたように、すべての人間は生まれながらにし
て自由であり、尊厳と権利について平等であるとうたった世界人権宣言が採択されて、ことしで６０年になります。
この間国連の人権保障を、国連は人権保障を一貫して重視して、人種差別や女性差別の撤廃条約、子どもの権利条約
の制定など取り組んできました。障害者の分野でも、１９７５年に障害者権利宣言や１９８１年には国際障害者年が
取り組まれ、積極的な議論と共同が、行動が展開され、当時も私どもも議会でこのことについてご質問させていただ
いた経過もございます。今度の障害者権利条約は、２１世紀最初の国連の人権条約だというふうにも言われておりま
して、人権保障の国連的到達度を示すものとも言われております。福祉サービス、雇用、教育など各分野について障
害者に基づく差別を禁止し、そして平等を促進するために条約の批准国が適切な行動をとることが規定されておりま
す。私が言うまでもなく、国際条約は憲法に次ぐ位置にあり、政府は批准に向けて条約に反する国内法の見直しを行
うことが今強く求められています。そこで、先ほど答弁ありましたように、政府与党は来年度に向けて抜本的な、自
立支援法の抜本的な見直しを行うということになっておりますが、例えば一番大きな障害者自立支援法の問題は応益
負担なのです。障害者の方が生きていくために必要な最低限の支援を益とみなして費用を課すというのは、障害者の
社会参加と人権保障をうたった障害者権利条約の趣旨には全く相入れない中身になるわけです。先ほども答弁があり
ましたし、一昨日も言いましたように、政府は批判に押されて一定の見直しを行いましたけれども、この根本的矛盾
については今まだ解決されていない現状にありまして、ぜひ来年度の抜本的見直しに向けて、応益負担制度を廃止す
るということを強く求めていく必要がありますし、さらに総合的な福祉制度や障害者差別禁止法などの制定を国に強
く求めていく必要があるというふうに考えておりますので、その辺の市長のお考えをお伺いしたいというふうに思い
ます。
　障害者地域生活支援事業については、わかりました。砂川市の場合平成１８年度は約１２名ほど、１９年度は１９
名ほどになっておりますけれども、これは本人や世帯からの申請に基づいて行われるということでありますが、幸い
砂川市には障害者の施設もありまして、障害者の方々が先ほど答弁あったような形で支援を受けられる状況にありま
すが、本当に自宅で生活をして頑張っておられる障害者の皆さんが安心して生活できるように、ぜひ今後ともこの活
動を一層強化をしていただきたいし、特に答弁あったように１割負担というのが大きな問題なのです。ですから、障
害者の皆さんが負担がないように、本当に障害者の皆さんの権利が守れて、安心して暮らせる本当の地域生活支援事
業になるように、その改善のためにも努めていただきたいということを申し上げまして、２回目の質問といたしま
す。
〇議長　北谷文夫君　経済部長。
〇経済部長　栗井久司君　３点ばかりご質問いただきました。
　最初の国の冬期援護制度が廃止されたことから、季節労働者の通年雇用化も大変厳しいと考えられ、砂川市が実施
している通年雇用支援事業の効果による通年雇用、就労実態についてということでございます。ご指摘ありました国
の冬期援護制度が廃止されたことから、砂川市では国の新たな制度を早急に活用して季節労働者の通年雇用化を図る
ため、通年雇用促進支援事業を制度開始により１９年度から実施しているところでございますが、その実績を申し上
げますと、１９年度における季節労働者の通年化に向けた実績数は、ハローワーク砂川管轄の調べで砂川地域、砂川
市、歌志内、奈井江、上砂川の２市２町で、１７社の事業所で７４人が季節労働者から通年雇用されております。そ
のうち、砂川市の事業所では９社５０人でございます。１９年度から実施している通年雇用促進支援事業の効果も大
いにこの中に含まれておると考えているところでございます。
　２点目の通年雇用の目標だとか、それから事業費が国の事業で余ったので、その活用しづらい要因についてでござ
いますが、季節労働者は季節的に離職を余儀なくされていることが多いため、季節労働者の通年雇用の促進をより効
果的に行うために、国が一律に対策を講じるのではなく、地域による自主性、創意工夫ある取り組みを支援するとい
うことで、地域の関係者から成る、構成される協議会が提案した雇用対策の事業の中から通年雇用の効果が高いもの
を選定して、労働局から協議会に委託をして、通年雇用支援事業を実施して、地域における季節労働者の通年雇用化
を促進を図るということでございます。数値目標につきましては、協議会では全対象者の２％を通年雇用化というこ
とで目標にしたわけでございますが、１９年度につきましてはこの目標を達成し、すでに上回っているところでござ
います。それから、活用しづらい要因につきましては、これらの国が示された制度の事業費だとか管理費のその協議
会が行う割合を重視しているものでございまして、労働者への直接な補償というものがこの新しい制度ではできない
ということで、事業予算が余ったという要因だと考えられております。
　それから、３点目の国の制度改正の要望がどのような形で行われるのかということでございますけれども、労働行
政に関係する行政機関にはいろいろございます。担当者会議から始まりまして、全道市長会までございます。１回目
でご答弁申し上げたとおり、機会あるごとに関係機関に、北海道における冬期間の特殊事情もありますので、雇用対
策の強化について要望などを続けてまいりたいと考えておりますので、ご理解願いたいと存じます。
　以上です。
〇議長　北谷文夫君　市民部長。
〇市民部長　井上克也君　まず初めに、ごみの不法投棄の関係で、ただいま議員のほうから事例、先進事例の紹介も
いただきました。監視カメラの考え方でありますけれども、確かに発見ですとか、あるいは不法投棄を抑止するとい
う面でも有効な手段だというふうに考えておりますけれども、費用対効果の面で果たしてどうなのかというような点
でございます。１回目でご答弁申し上げましたとおり、不法投棄の場所ですとか、あるいは時間ですとか、いずれも
人目につかない場所、人目につかない時間帯、そしてまた不法投棄をされる方につきましても市内の方なのか、ある
いは市外の方なのか、特定することもなかなか難しいというふうな状況であります。そういう意味で、確かにそうい
う監視ができればなというふうなことで、先日なのですけれども、担当のほうでも市内の監視カメラの設置業者に、
参考までに今現在一体幾らぐらいなのだろうというようなちょっと照会をしてみたところであります。その中で、ダ
ミーといいまして、にせものですね、それは別にしまして、一般的に撮影をして、あるいはビデオにも残るタイプな
のだと、そういう面でいけば、場所にもよるのですが、ちょっと山奥なのですと、そんなお話ししましたら、そうす
るとやっぱり電線あるいは電話、そういったことも含めて、そして機械本体も含めて、やっぱり１台当たり１００万
ぐらいはかかりますよというお話を伺った経過がございます。しかしながら、ただいま議員のほうからつくば市での
お話がございました。そんなこともありますので、その辺費用面について環境モニタリングロボットですか、これら
含めて費用面でどうなのかというようなことを一度調査をしてみたいというふうに考えております。



　また、障害者自立支援法の関係でありますけれども、１回目のご答弁で３年をめどに見直すのだということが法律
の附則で明記されているというお話をしましたけれども、さらにこの附則、同じ附則の第３条第２項では、細かな細
部にわたっては施行後５年を経過した場合において見直すのだというようなことで、この辺１７年の法律制定とはい
いながら、当然将来的に見直さなければならないものは見直すのだという精神の中から、法律の中で附則として明記
しておりますので、これは国のほうではいろんな協議を経た中で障害者の自立に向けた適正な制度、措置というのが
講じられるというふうに判断しております。
　また、最後に地域支援事業の関係でございますけれども、参考までに申し上げます。砂川市障害福祉計画、これは
１８年度から２０年度までの３カ年でありますけれども、この計画の中で地域生活支援事業の種類ごとの見込み量と
いうのを明記しております。推計をしております。その見込み量と実績の関係でちょっとご報告申し上げますけれど
も、平成１９年度、これにつきましては人員、いろいろ地域支援事業でサービスを恐らく受けていただけるだろう、
あるいは受ける見込みがあるだろうという推計は、３０２人でございました。実績といたしましては、３０３人で
す。それから、実施する箇所としては、これは社会福祉法人、ＮＰＯ法人ありますけれども、４カ所を見込んで、４
カ所で適切にサービスを提供していると。それから、もう一点、サービスの時間なのですけれども、利用時間なので
すけれども、平成１９年度は１８０時間という見込み、推計を立てておりましたけれども、ここは５８時間というこ
とで、若干見込みよりも少ないと。これは、いろいろ検証しますと、移動支援事業という中では、通院を除いて、ご
本人、そしてあるいは家族のご希望によって余暇活動、そういったもののサービスが移動支援事業なのですけれど
も、１０人、そして月１０時間というようなことで１００時間のそういった見込みを立てていましたけれども、実質
は１人で２時間だけだったというようなことで、時間数でかなり推計とは実績離れましたけれども、ほぼ見込み量ど
おりの地域支援事業が実施されているということでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　土田政己議員。
〇土田政己議員　それでは、３回目の質疑をさせていただきますが、基本的にはご答弁いただきましたので、理解は
できました。
　ただ、季節労働者の皆さんの実態は、市長もよくご存じのとおりだと思いますし、私どもいろいろな運動を通じて
全国的な運動も展開し、厚生労働省に対する要望も行っているところでありますので、先ほど答弁ありましたように
ぜひ、北海道にとっては大変なことですし、特にこの中空知の旧産炭地を抱えた私たちの地域は求人、先ほど言いま
したように求人倍率も少ないし、一定の皆さんは通年雇用になったとはいえ、まだ圧倒的な皆さんが仕事につけず、
大変な状況になっておりますので、ぜひさらに強く国に要望をしていっていただきたいなというふうに思っておりま
す。
　それから、ごみの関係ですけれども、一番の問題は部長が言われたように費用の問題、これまではそうだったので
す。なかなか、いいことはわかってもできないと、そこをクリアしたのが今回のこの新しい実験用の環境モニタリン
グロボットでありまして、先ほど言いましたように新聞報道によると１０万円前後で１台できるということですの
で、もし設置されれば、環境保全にも使えますし、投げた後、投げた皆さんのごみを回収するために大変、人も砂川
市は１人雇って、そして一生懸命やられているのです。その辺の人件費も含めれば、必ずしも費用の関係も、もしな
くなればいいわけですし、そういう点では、実際には実験してみなければわからぬ点もありますし、なのですけれど
も、かなり高性能で、そして特定もできると。答弁ありましたように、ごみの件数は多いけれども、なかなか立件し
た人が、できたのが少ないというのが現状なのですけれども、やはり最も必要なのはモラルなのです。投げてはいけ
ない。市民の皆さん、あるいは市民以外の方もそうですけれども、そのことによってそういう関係地域の皆さんは大
変苦慮しているという状況ありますから、部長言われましたようにあらゆる機会で市民に対してそういう不法投棄を
しないように、また今環境問題も非常に大きな議論になっておりますので、徹底してほしいと。これまでも繰り返
し、繰り返し、ごみ問題というのはいろいろ議論をされてきたのですけれども、なかなか改善されないで、私が一番
危惧するのは、最近車で、ちゃんとごみ袋に入れて、先ほどお話あったようにお弁当袋なんかを入れたものをそのま
ま人家のないところへ来てぽんと投げられるのがすごく多いのです。自分のうちへ持って帰ってもらってごみに投げ
てくれればいいのですけれども、そうでないものが非常に多いものですから、特に住民の、市民の皆さんのモラル向
上のためにも努力をしていただきたいなというふうに思っております。
　それから、障害者の皆さんの関係でいえば、先ほども言いましたように、やっぱり応益負担という、障害者の皆さ
んにも負担をしていただくのだという考え方からそういうふうになったのだけれども、ここはやっぱり今度の障害
者、国連の条約でも基本的に違うと、そういうものではないということが明確になったのです。したがって、この条
約を批准するに当たって、日本政府は国内法を見直さなければならない。直さないと、この条約に違反することにな
りますから、批准できないということになって、今批准に向けての作業の中でそのことが強く求められているわけ
で、ぜひ障害者の皆さんの声をやっぱり政府に向けて、国際条約に向けて、私たち自身もやっぱり国連が決めた国際
条約は非常に大事な問題でありますので、それをやっぱり地方自治体としてもこれに基づいて守っていくと。特に先
ほど言いましたように、国際障害者年のときは随分議論がありまして、自治体でもいろんな具体的な対策もとられた
経過もありますので、この２１世紀最初の人権条約として国連で発効された障害者の権利条約、これに基づく国内法
の見直しに向けて、国に対して強く要望していただきたいということを申し上げまして、ご答弁は要りませんので、
時間が来ましたので、終わります。
〇議長　北谷文夫君　一般質問はこれですべて終了いたしました。
　午後１時まで休憩いたします。
休憩　午前１１時５６分
再開　午後　１時００分
〇議長　北谷文夫君　休憩中の会議を開きます。

　　　　◎日程第２　議案第３号　砂川市監査委員条例の一部を改正する条例の制定につ
　　　　　　　　　　　　　　　　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長　北谷文夫君　日程第２、議案第３号　砂川市監査委員条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とい
たします。
　提案者の説明を求めます。
　総務部長。
〇総務部長　善岡雅文君　（登壇）　議案第３号　砂川市監査委員条例の一部を改正する条例の制定についてご説明
を申し上げます。
　改正の理由は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行されたことに伴い、監査委員の審査方法について
必要な事項を定めるとともに、一部条文の整理を図るため、本条例の一部を改正しようとするものであります。
　改正の内容につきましては附属説明資料によりご説明をいたしますので、３ページをごらんいただきたいと存じま
す。
　第９条は、決算審査意見の送付ですが、新たに地方公共団体の財政健全化に関する法律の健全化判断比率、実質赤
字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率のほか、公営企業法の資金不足比率による監査委員の審
査意見の送付を条文に加え、地方自治法の基金、公営企業法の決算の条文を整理し、審査の日数を４０日以内から６
０日以内にするものであります。
　第１０条は、地方自治法改正による条文の整理であります。



　附則として、この条例は、公布の日から施行するものであります。
　以上、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　これより質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。
　続いて討論に入ります。
　討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　討論なしと認め、これで討論を終わります。
　これより、議案第３号を採決します。
　本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

　　　　◎日程第３　議案第５号　砂川市土地開発公社の定款の変更について
〇議長　北谷文夫君　日程第３、議案第５号　砂川市土地開発公社の定款の変更についてを議題とします。
　提案者の説明を求めます。
　経済部長。
〇経済部長　栗井久司君　（登壇）　議案第５号　砂川市土地開発公社の定款の変更についてご提案申し上げます。
　公有地の拡大の推進に関する法律第１４条第２項の規定に基づき、市議会の議決を求めるものであります。
　変更の理由でございますが、公有地の拡大の推進に関する法律の一部が改正されたことから、本定款を変更するも
のであり、変更の内容につきましては附属説明資料によりご説明申し上げますので、３ページ、新旧対照表をごらん
いただきたいと存じます。左が現行、右が変更後となってございます。
　第２４条は、余裕金の運用方法を定めており、第２号中「郵便貯金又は銀行、」を「銀行」に改めるものでありま
す。
　附則として、この定款は、知事の認可のあった日から施行するものであります。
　以上でございますが、今回の土地開発公社の定款変更につきましては、昨年９月議会におきまして同じ内容の定款
変更の議決をいただき、北海道知事に認可を受けるための手続を行うこととしておりましたが、事務手続の不手際に
よりまして、定款の施行日でありました平成１９年１０月１日までに認可申請の書類等が北海道に未提出だったた
め、知事の認可を受けることができず、これまでの期間に認可申請の取り扱いについて北海道と協議をしてまいりま
したが、最終的に議決をとり直して再申請するようにとの指示があり、前回附則に定めた定款変更の施行日、平成１
９年１０月１日から施行するとしていた施行日を知事の認可の日から施行するに改め、再度ご提案申し上げるもので
あります。
　一連の事務手続の不手際により再提案となりまして、大変申しわけございませんでした。今後はこのようなことが
ないように深く反省し、おわび申し上げますので、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　これより質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。
　続いて討論に入ります。
　討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　討論なしと認め、これで討論を終わります。
　これより、議案第５号を採決します。
　本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

　　　　◎日程第４　議案第６号　砂川地区公平委員会委員の選任につき同意を求めるこ
　　　　　　　　　　　　　　　　とについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長　北谷文夫君　日程第４、議案第６号　砂川地区公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議
題とします。
　提案者の説明を求めます。
　市長。
〇市長　菊谷勝利君　（登壇）　議案第６号、ただいま上程をいただきました砂川地区公平委員の選任についての同
意を求める案件でございますけれども、現委員でございます高橋俊美氏は、平成２０年の６月３０日をもって任期が
満了となりますので、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づきまして、次の者を選任いたしたいと存じます。
　記名してございます高橋俊美氏に引き続いてお願いしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。
　なお、履歴につきましては裏面に記載のとおりでございますので、よろしくご審議の上、ご同意をお願いをいたし
たいと存じます。
〇議長　北谷文夫君　これより、議案第６号の質疑、討論を省略し、直ちに採決します。
　本案を、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、本案は同意することに決定しました。

　　　　◎日程第５　推薦第１号　農業委員会委員の推薦について
〇議長　北谷文夫君　日程第５、推薦第１号　農業委員会委員の推薦についてを議題とします。
　お諮りします。
　推薦の方法については、指名推選とし、議長が指名することにしたいと思います。このことにご異議ありません
か。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、議長が指名することに決定しました。
　議会推薦の農業委員会委員に、小林照美さん、武藤和実さんの２人を指名したいと思います。
　お諮りします。
　ただいま指名した２人を議会推薦の農業委員会委員に推薦することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、ただいま指名しました小林照美さん、武藤和実さんの２人を推薦することに決定いたしまし



た。

　　　　◎日程第６　報告第２号　砂川市土地開発公社の経営状況の報告について
〇議長　北谷文夫君　日程第６、報告第２号　砂川市土地開発公社の経営状況の報告についてを議題とします。
　提出者の説明を求めます。
　経済部長。
〇経済部長　栗井久司君　（登壇）　報告第２号　砂川市土地開発公社の経営状況の報告につきましてご説明申し上
げます。
　初めに、平成１９事業年度事業報告書でありますが、お手元の事業報告、決算報告書でご説明申し上げます。１ペ
ージ、２ページの事業概要については、記載のとおりであります。
　決算については、３ページ、４ページの損益計算書でご説明申し上げます。
　１、事業収益中（１）の公有地取得事業収益８，２０７万７，０５７円は、公園用地３１５．５６平方メートルを
民間に売却するためとヘリポート用地１万５，９９１平方メートルを砂川市に買い戻していただいたものでありま
す。（２）の土地造成事業収益１億２，８６１万１，２００円は、あかね団地４区画とすずらん団地２区画の契約済
み分と道央砂川工業団地第３次造成分の一部１万平方メートルを企業に売却するため、砂川市に買い戻しいただいた
ものであります。（３）の附帯等事業収益１７８万４，１１６円は、宮川に所有する公用施設用地を北海道警察職員
公宅用地として道に賃貸している貸付収益であります。以上、事業収益の合計は、２億１，２４７万２，３７３円で
あります。
　これに対する２、事業原価は、（１）、公有地取得事業原価、（２）、土地造成事業原価、（３）、附帯等事業原
価の合計で２億１，２４７万２，３７３円となり、事業総利益はございません。
　次に、３、販売費及び一般管理費は、（１）、人件費と（２）、経費の合計２９万１，９９７円で、事業損失が２
９万１，９９７円となるものです。
　４、事業外収益の（１）、受取利息、１、預金利息は、１０万５，９８４円。（２）、補助金、１、土地開発公社
事業補助金１，２００万円は、土地開発公社が土地購入者に支払った土地購入助成金を砂川市から土地開発公社への
補助金であります。内訳は、平成１８年度に土地売却のあかね団地２区画とすずらん団地４区画、平成１９年度に売
却のあかね団地１区画とすずらん団地１区画、合わせて８区画であります。（３）、雑収入、１、その他の雑収入９
２万５，９２７円の内訳は、土地の賃貸料として工業団地が３件で８８万３，２２７円、道道拡幅用地１件、２万
７，７２０円、その他定期預金利息、出資配当金で１万４，９７６円であります。
　事業外収益合計１，３０３万１，９０７円から事業損失２９万１，９９７円と事業外費用１，２００万円を差し引
いた７３万９，９１０円が当期純利益となるものであります。
　次に、５ページ、６ページの貸借対照表についてご説明いたしますが、資産の部、１、流動資産合計は、（１）、
現金及び預金から（５）、完成土地等までの合計で２０億２，５７６万１，４１７円、２、固定資産合計１万円を加
えた資産合計で２０億２，５７７万１，４１７円となります。
　負債の部、１、流動負債合計は１９億４，３９７万円で、２、固定負債はありませんので、負債合計は１９億４，
３９７万円となります。
　資本の部、１、資本金、２、準備金の合計８，１８０万１，４１７円が資本合計となります。
　したがって、負債、資本合計は、２０億２，５７７万１，４１７円となります。
　以下７ページ、８ページには、貸借対照表の各項目に対応する財産目録を添付しております。
　１０ページの短期借入金明細書でありますが、借り入れ先ごとに１９年度期首残高、１９年度中の増減、１９年度
期末残高を記載しております。合計で、１９年度期首残高１９億４，０００万円に対し、１９年度期末残高１７億
６，５９７万円で、１９年度中に１億７，４０３万円の減少となっておりますが、これは第３次造成の工業団地用地
と西豊沼のヘリポート用地を砂川市に買い戻していただいたことによるものであります。また、砂川市の１９年度期
末残高がゼロ円になっていることについては、会計年度独立の原則から年度末に７億１，０００万円を新すながわ農
協から借り入れし、砂川市に返済し、新年度４月に同額を砂川市から借り入れし、新すながわ農協に返済しているこ
とによるものであります。
　１１ページには資本金明細書を添付してございますし、１３ページ、１４ページには収支計算書、１５ページには
土地開発公社経理基準要綱の改正に伴うキャッシュフローでお金の流れを記載してございます。
　以上、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
　次に、平成２０年度……訂正させていただきます。１９年度事業年度報告で４ページ、４の事業外収益、（３）、
雑収入、１、その他の収入、９２万５，９２３円と申し上げましたものを９２万５，９２７円と言いましたので、ご
訂正お願いいたします。９２万５，９２３円でございます。
　次に、平成２０事業年度予算についてご説明申し上げます。お手元の別冊、平成２０事業年度予算１ページをごら
んいただきたいと存じます。第３条は、収益的収入及び支出を定めるもので、総事業収益を２，８６１万３，０００
円、総事業費用を２，８０８万４，０００円と定めるものであります。
　次に、２ページ、第４条は、資本的支出を２，６３５万９，０００円と定め、第５条は借入金の限度額を２５億円
と定めるものであります。
　続きまして、３ページからの予算実施計画及び説明書についてご説明申し上げます。収益的収入で１款１項１目公
有地取得事業収益、１節公有地売却収益は、土地開発公社経営健全化計画に基づく先行取得用地に係る砂川市の買い
戻し分であり、今年度の買い戻し予定はありませんので、予算額の計上はありません。
　２目土地造成事業収益は、１節あかね団地売却収益で２区画分１，０５７万３，０００円、２節すずらん団地売却
収益で２区画分９４７万円を計上しております。
　３目附帯等事業収益で１節保有土地賃貸等収益１７８万５，０００円は、北海道警察に官舎用地として長期的に賃
貸している土地の賃貸料であります。
　２項２目補助金は、１節土地開発公社事業補助金６００万円は、説明欄に記載のとおり、あかね、すずらん両団地
の購入者に対し、砂川市から補助を受けて助成するものであり、本年度は４区画分を予定しているところでありま
す。
　３目雑収入で１節その他の雑収入７５万５，０００円は、工業団地等の用地を臨時的に貸し付けしている賃貸料で
あります。
　次に、５ページ、収益的支出について、１款１項１目公有地取得事業原価は、ありません。
　２目土地造成事業原価２，００４万３，０００円は、１節あかね団地売却原価１，０５７万３，０００円、２節す
ずらん団地売却原価９４７万円で、用地売却収益と同額であります。
　３目附帯等事業原価１７８万５，０００円は、保有土地賃貸等収益と同額であります。
　次に、２項販売費及び一般管理費、２目経費は２５万５，０００円でありますが、特に申し上げるものは、ことは
ございません。
　３項１目助成金６００万円は、あかね、すずらん団地でそれぞれ２区画ずつの土地購入助成金であります。
　次に、８ページ、資本的収入及び支出でありますが、資本的支出で２項１目土地造成事業費は、説明欄に記載のと
おり、諸経費でパンフレット作成経費と金融機関からの借り入れに係る支払利息分、合わせて２，６３５万９，００
０円であります。



　１１、１２ページをごらんいただきたいと存じますが、損益計算書で、当期経常利益を５２万９，０００円と見込
んでおります。
　１３、１４ページは、貸借対照表であります。ご高覧いただき、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま
す。
〇議長　北谷文夫君　これより質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。
　以上で第２号の報告を終わります。

　　　　◎日程第７　報告第３号　株式会社砂川振興公社の経営状況の報告について
〇議長　北谷文夫君　日程第７、報告第３号　株式会社砂川振興公社の経営状況の報告についてを議題とします。
　提出者の説明を求めます。
　経済部長。
〇経済部長　栗井久司君　（登壇）　報告第３号　株式会社砂川振興公社の経営状況の報告についてご説明申し上げ
ます。
　初めに、平成１９事業年度事業報告でありますが、お手元の事業報告書、決算報告書でご説明申し上げます。１ペ
ージ、２ページの事業概要については、記載のとおりであります。
　決算については、３ページ、４ページの損益計算書でご説明申し上げます。事業収益の１、事業、営業収益中（
１）のゴルフコース収入は７，４６８万７，５６４円、ゴルフ練習場収入は９０４万５，４２７円、オートスポーツ
事業収入は６６０万１，０００円、合計で９，０３３万３，９９１円。
　次に、２、受託事業収益、（１）、ふれあい広場受託収入で２６６万３，０００円、事業収益合計で９，２９９万
６，９９１円となっておりますが、１３ページに事業収益明細書を添付しておりますので、後ほどご高覧いただきた
いと存じます。
　これに対する２、事業費用でありますが、１、営業費用と２、受託事業費用の合計で１億２１８万８，６３３円で
あり、事業収益と事業費用との差額９１９万１，６４２円が事業損失となったところであります。この事業損失に
３、一般管理費用２７２万８５２円を加えた１，１９１万２，４９４円が事業総損失となり、４、事業外収益９６６
万３，６９３円を事業外費用１５２万１，９００円、６、法人税等を加減した３８５万７０１円が当期純損失となっ
たところであります。
　次に、５ページ、６ページは、貸借対照表であります。資産の部、１、流動資産は、普通預金１８０万５，１０１
円で、２、固定資産は（１）、有形固定資産と（２）、無形固定資産の合計で４億９，９１５万４，６８０円であ
り、資産の部合計で５億９５万９，７８１円となっております。
　負債の部、１、流動負債は、（１）の短期借入金２億３，７８０万円を含めて２億４，２７９万８，３１２円であ
り、２、固定負債は（１）の長期借入金４億４，０５５万円で、負債の部合計では６億８，３３４万８，３１２円で
ありますが、長期資金、短期資金の推移についてご説明申し上げますので、１４ページをごらんいただきたいと存じ
ます。長期資金、短期資金とも借り入れ先ごとに記載してございますが、長期、短期の期首残高合計は６億８，０４
６万円であり、期末残高合計は６億７，８３５万円で、差額６２５万円と少ないながら平成１９年度負債を減少させ
ております。
　６ページに戻っていただきたいと存じます。純資産の部、１、株主資本、（１）、資本金は１，０００万円で、明
細は１５ページに記載のとおりであります。（３）、繰越利益剰余金は、平成１８事業年度までの繰り越し損失１億
８，８５３万７，８３０円に前４ページでご説明申し上げました（４）、冬期純損失３８５万７０１円を加えた純資
産の部合計は１億８，２３８万８，５３１円となり、負債の部と純資産の部合計は５億９５万９，７８１円は前ペー
ジ、資産の部合計と一致するものであります。
　７ページ、８ページは財産目録、１０ページは株主資本等変動計算書、１１ページ以降は個別注記表で、１１、１
２ページは収支計算書、１３ページから１５ページまでは附属明細書、１６ページには現金の期末残高に係るキャッ
シュフロー計算書を添付してございますので、ご高覧いただき、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げま
す。
　続きまして、平成２０事業年度事業計画、予算計画についてご説明申し上げます。お手元の平成２０事業年度事業
計画、予算計画書の１ページをごらんください。第３条は、収益的収入及び支出でありますが、総事業収益を１億４
３万６，０００円と定め、総事業費用を９，８５１万６，０００円と定めるものであります。
　第４条は、資本的収入及び支出でありますが、資本的収入は長期借入金として２，２００万円を、資本的支出は借
入金の元金償還として３，０２５万円を予定しており、資本的収入が資本的支出に対し不足する額８２５万円は損益
勘定留保資金で補てんするものであります。
　第５条は、借入金の限度額を１０億円と定めるものであります。
　次に、３ページの予算実施計画及び説明書について主なものをご説明申し上げます。収益的収入の部、１款１項１
目営業収入では、１節ゴルフコース収入で集客数２万２，０００人と見込み、７，９２４万円、２節ゴルフ練習場収
入は９３２万円、３節オートスポーツ収入は７４０万円の計上であります。
　２目受託事業収益、１節ふれあい広場遊技施設受託収入は、前年と同額の２６６万３，０００円の計上でありま
す。
　２項事業外収益、３目１節雑収入で１７９万３，０００円の計上ですが、説明欄に記載のとおりであり、総事業収
益は１億４３万６，０００円の計上で、昨年度より１，０６７万９，０００円の減であります。
　次に、５ページ、収益的支出の部で、１款１項１目営業費用で９，１７０万２，０００円と見込み、１節ゴルフコ
ース管理費８，２１１万円、２節ゴルフ練習場管理費４９８万５，０００円、３節オートスポーツ管理費４６０万
７，０００円と管理費全般にわたり、人件費を初め経費節減を図り、必要最小限の経費を計上したところでありま
す。
　２目受託事業費、１節ふれあい広場遊技施設委託費は２１１万４，０００円の計上で、総事業費用を９，８５１万
６，０００円としたところであります。
　７ページ、８ページは、２項一般管理費、３項事業外費用、４項特別損失でありますが、特に申し上げることはご
ざいません。
　９ページは資本的収入及び支出であり、１款資本的収入で借入金２，２００万円の予定をしておりますが、１款資
本的支出で借入金の償還３，０２５万円を予定しており、総体的に負債の縮小に努めてまいります。
　１１、１２ページは損益計算書でありますが、当期純利益を１９２万円と見込んだところであります。
　１３、１４ページは貸借対照表を添付してございますので、ご高覧いただき、よろしくご審議賜りますようお願い
申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　これより質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。



　以上で第３号の報告を終わります。

　　　　◎日程第８　報告第４号　財団法人砂川市生涯学習振興協会の経営状況の報告に
　　　　　　　　　　　　　　　　ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長　北谷文夫君　日程第８、報告第４号　財団法人砂川市生涯学習振興協会の経営状況の報告についてを議題と
します。
　提出者の説明を求めます。
　教育次長。
〇教育次長　森下敏彦君　（登壇）　報告第４号　財団法人砂川市生涯学習振興協会の経営状況の報告について、地
方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、財団法人砂川市生涯学習振興協会の経営状況について報告するもの
であります。
　初めに、平成１９年度事業報告及び決算報告について申し上げます。１ページをお開き願います。はじめに、事業
概要でありますが、主なものとして、庶務関係では理事会及び評議員会の開催状況であり、それぞれ記載の案件につ
いて審議され、いずれも承認されております。
　２ページには職員に関する事項、契約等の業務に関する事項及び役員等に関する事項を記載しておりますので、ご
高覧いただきたいと存じます。
　次に、３ページの事業報告でありますが、スポーツ振興事業は第４１回市民体育祭を初め、４ページの三角ベース
ボール大会まで８事業を実施し、文化振興事業は文化活動支援事業として市民創作展＆即売会を実施しております。
　次に、施設管理運営受託事業としては、記載のスポーツ施設及び文化施設について、市との協定書に基づき、予定
どおり実施しております。
　続きまして、平成１９年度収支計算書について申し上げます。５ページから９ページまで、記載のとおりでありま
すが、収入では１款基本財産運用収入は砂川市からの基本財産３，０００万円に対する預金利息として決算額６万２
７３円であり、２款事業収入は決算額３９万１，３００円で、説明欄に記載のスポーツ振興事業収入及び文化振興事
業収入の参加料であります。
　３款補助金等収入は、決算額３，３８０万２，０００円であり、内訳として１項地方公共団体補助金収入は砂川市
から説明欄に記載のスポーツ振興事業費及び文化振興事業費の事業費補助金収入３１９万４，０００円と財団管理運
営費補助金収入６３２万６，０００円を含め、決算額は９５２万円であり、２項施設管理運営受託収入は砂川市から
受託した説明欄に記載の体育施設及び文化施設の管理運営委託料で、決算額２，４２８万２，０００円であります。
　６ページをお開き願います。５款負担金収入は、決算額１０万円であり、説明欄に記載のとおり、子どもの国協会
からの事業協賛による負担金収入であります。
　６款雑収入は、決算額１万１８４円であり、収入における決算総額は３，４３６万３，７５７円であります。
　続きまして、７ページの支出について申し上げます。１款事業費は、決算額３６４万８，０８８円であり、１項ス
ポーツ振興事業費及び２項文化振興事業費として、説明欄に記載のスポーツ振興６事業と文化振興１事業に要した経
費であります。
　８ページをお開き願います。２款受託事業費は、決算額２，４０９万６，３５５円であり、１項１目体育施設受託
事業費及び２目文化施設受託事業費として説明欄に記載の総合体育館を初めとする体育施設と公民館の管理運営に要
した費用であります。
　９ページ、３款管理費は、決算額６０７万６，７４２円であり、説明欄に記載のとおり事務局職員３名の人件費の
ほか、事務的経費及び租税公課費であります。
　４款雑支出は、決算額５４万２，５７２円であり、砂川市からの補助金及び施設管理運営受託料の精算による返還
金の発生によるものであります。
　以上、支出の決算総額は３，４３６万３，７５７円であり、収入、支出の総額は一致するものであります。
　なお、１０ページには正味財産増減計算書、１１ページには貸借対照表、１２ページには財産目録を添付しており
ますので、ご高覧いただきたいと存じます。
　続きまして、平成２０年度事業計画及び事業予算について申し上げます。１ページは、生涯学習振興協会の概要説
明であり、総括事項を記載しておりますが、砂川市からの寄附金３，０００万円を基本財産とし、砂川市のスポー
ツ、文化の普及、振興を図るため、各種事業を行うとともに、文化、失礼しました、体育、文化施設８施設の管理運
営を行ってまいります。
　今年度の事業計画につきましては、２ページから３ページに記載のとおり、スポーツ振興事業は第４２回市民体育
祭及び市制施行５０周年記念、第２１回アメニティ・タウンすながわマラソン大会を初めとする８事業を、文化振興
事業は他の団体との競合を避け、文化活動を支援する事業として１事業を、施設管理運営受託事業は指定管理者とし
て体育、文化施設の管理運営を行ってまいります。
　４ページをお開き願います。平成２０年度の生涯学習振興協会の予算は、記載のとおり収入、支出ともに３，３２
２万７，０００円と定めております。
　次に、５ページから９ページに記載の予算実施計画及び説明書の主な内容について、前年度の対比で申し上げま
す。初めに、収入でありますが、１款基本財産運用収入は１３万円を計上しており、前年度対比１０万７，０００円
の増は、定期預金利息の変動によるものであります。
　２款事業収入は、前年度と同額の４６万４，０００円を計上しております。
　３款補助金等収入は３，２５３万２，０００円を計上しており、前年度対比２０８万２，０００円の減は、１項の
地方公共団体補助金収入において説明欄に記載の体育、文化振興事業費補助金及び財団管理運営費補助金の見直しに
よる減及び１款の基本財産運用収入の増を含め、砂川市からの補助金収入１８万１，０００円の減と２項施設管理運
営受託収入において説明欄に記載の海洋センター及び公民館の管理運営費について、本年度から土日、夜間を閉館し
たことにより人件費の削減が図られ、砂川市からの受託収入で１９０万１，０００円の減となったことによるもので
あります。
　６ページをお開きください。４款寄附金収入、５款負担金収入、６款雑収入は、前年度と同額を予算計上してお
り、収入の総予算額は３，３２２万７，０００円であり、前年度対比１９７万５，０００円の減となっております。
　次に、７ページの支出について申し上げます。１款事業費は３９７万９，０００円であり、前年度対比５万１，０
００円の減は、１項のスポーツ振興事業費、２項の文化振興事業費において、説明欄に記載の各事業費用について見
直しを図ったことによるものであります。
　８ページをお開きください。２款受託事業費は、２，２７５万１，０００円であり、前年度対比１９０万１，００
０円の減は、海洋センター及び公民館において本年度より土日、夜間の閉館に伴い、職員１名分の人件費の削減が図
られたものであり、１目体育施設受託事業費で７９万２，０００円、２目文化施設受託事業費において１１０万９，
０００円の減となっております。
　９ページの３款管理費は、６３９万６，０００円であり、前年度対比２万３，０００円の減は財団管理費用の精査
によるものであります。
　４款雑支出、５款予備費は、前年度と同額であり、総支出額は３，３２２万７，０００円であり、前年度対比１９
７万５，０００円の減となっております。
　なお、１０ページには正味財産増減計算書、１１ページには貸借対照表、１２ページには財産目録を添付しており



ますので、ご高覧をいただき、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　これより質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。
　以上で第４号の報告を終わります。

　　　　◎日程第９　報告第５号　事務報告書の提出について　　　　　　　　　　　　
〇議長　北谷文夫君　日程第９、報告第５号　事務報告書の提出についてを議題とします。
　提出者の説明を求めます。
　総務部長。
〇総務部長　善岡雅文君　（登壇）　報告第５号　事務報告書の提出についてご説明いたします。
　平成１９年度砂川市事務報告書について、別紙のとおり、平成１９年４月から平成２０年３月までの事務執行につ
いて、目次に記載のとおり総務部から市立病院まで１４２ページにわたり記載しておりますので、ご高覧の上、よろ
しくご審議いただきますようお願いを申し上げます。
〇議長　北谷文夫君　これより質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。
　以上で事務報告を終わります。

　　　　◎日程第１０　報告第６号　監査報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　報告第７号　例月出納検査報告　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長　北谷文夫君　日程第１０、報告第６号　監査報告、報告第７号　例月出納検査報告の２件を一括議題としま
す。
　監査報告及び例月出納検査報告は、文書で配付のとおりであります。
　これより質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。
　以上で監査報告及び例月出納検査報告を終わります。

　　　　◎日程第１１　意見案第１号　地域農業の存続のため基幹的農業水利施設の整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　を国が推し進めることを求める意見書について　
〇議長　北谷文夫君　日程第１１、意見案第１号　地域農業の存続のため基幹的農業水利施設の整備を国が推し進め
ることを求める意見書についてを議題とします。
　提案者の説明を求めます。
〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕
　説明省略とのことでありますが、説明省略にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、説明を省略します。
　これより意見案第１号の質疑に入ります。
　質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　これで質疑を終わります。
　続いて討論に入ります。
　討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　討論なしと認め、これで討論を終わります。
　これより、意見案第１号を採決します。
　本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
　ご異議なしと認め、本案は原案のとおり可決されました。

　　　　◎閉会宣告
〇議長　北谷文夫君　これで日程のすべてを終了しました。
　平成２０年第２回砂川市議会定例会を閉会します。

�閉会　午後　１時４６分
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